
里山林活性化による多面的機能発揮対策事業交付金の主な消耗品・資機材判断一覧 Ｒ７.12.3現在(島根森林活用地域協議会）

温度計（主に炭焼きで使用するものを想定） あずまや 医薬品（救急箱含む）

替え刃 移動式トイレ 飲食物

木登りセット（安全ベルト、ハンガー、ステップ） ウインチ 加工用機材

靴（安全靴、長靴、作業靴、地下足袋） 運搬車(一輪車、二輪車等） 携帯電話（スマートフォン）

クマ撃退スプレー 枝打ちはしご 軽トラック

クマ除け鈴 刈り払い機 製材用機材

クワ 看板（基礎有り） デジタルカメラ

作業服 キノコの菌 パソコン類

殺虫スプレー（蜂用）※携帯用のものに限る ぐり石 発電機

シャベル 軽架線用機材 ブリケット製造器・ボイラー

捨て看板 携帯GPS（森林整備・測量に特化したものに限る） ペレット製造器・ボイラー

双眼鏡 散水施設 防寒着

竹かご 資機材保管庫

手袋 スキッダ

鉈 炭焼き小屋

ネット（防獣（侵入防止）ネット） 台車

ノコギリ 土留め柵用資材

フェリングレバー チェンソー

プラスチックボックス チッパー

ヘルメット 電気柵用資材

ほうき 土のう

防護具（チャップス） トランシーバー

ホイッスル 苗木

マスク（防塵） パイプ倉庫

目立て道具 バックホウ

メジャー ふとんかご

薪割り機

薪ストーブ

丸鋸

無煙炭化器

林内作業車

わな

(注）平成２６年度までは３万円未満のものは消耗品として区分していたが、平成２７年度からは金額ではなく、用途で分けることになっている。

消耗品 対象外　　　　　　　資機材（※原則リースと比較）


